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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている場合に、前記測位ユニット装置
によって生成された一意の測位信号を前記基準送信機によって生成された基準測位信号に
時系列的に同期させる方法であって、前記測位ユニット装置が、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた一意の測位信号を生成して送
信するステップと、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｄ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の搬送波周波
数差を測定するステップと、
　ｅ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周波数
差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
　ｇ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の時間差を測
定するステップと、
　ｈ）前記基準送信機と測位ユニット装置との間の基準信号伝搬遅延を推定するステップ
と、
　ｉ）前記測定された時間差と、前記推定された基準信号伝搬遅延とに従って、前記一意
の測位信号の生成を調整するステップと、
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を含み、前記測位ユニット装置は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定し
て、前記一意の測位信号を前記基準測位信号に時系列的に同期させる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記基準送信機は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測位信号
を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの
測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用いて自機
の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャストする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測
位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワーク
からの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用い
て自機の軌道データを測定する、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記測位ユニット装置は、予測ルーチンを利用して、前記ドップラーを推定する、又は
、前記基準信号伝搬遅延を推定する、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている場合に、前記基準送信機によっ
て生成された基準測位信号と前記測位ユニット装置によって生成された一意の測位信号と
の間の周波数コヒーレンスをもたらす方法であって、前記測位ユニット装置が、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた一意の測位信号を生成して送
信するステップと、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｄ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の搬送波周波
数差を測定するステップと、
　ｅ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周波数
差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
を含み、前記測位ユニット装置は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラーを推定して、前記一意の測位信号が
前記基準測位信号との周波数コヒーレンスを有するようにする、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記基準送信機は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測位信号
を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの
測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用いて自機
の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャストする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測
位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワーク
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からの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用い
て自機の軌道データを測定する、
請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項７から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記測位ユニット装置は、予測ルーチンを利用して前記ドップラーを推定する、
請求項７から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている場合に、前記測位ユニット装置
によって生成された一意の測位信号を前記基準送信機によって生成された基準測位信号に
時系列的に同期させる前記測位ユニット装置であって、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた前記一意の測位信号を生成し
て送信する手段と、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｄ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の搬送波周波
数差を測定する手段と、
　ｅ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周波数
差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
　ｇ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の時間差を測
定する手段と、
　ｈ）前記基準送信機と測位ユニット装置との間の基準信号伝搬遅延を推定する手段と、
　ｉ）前記測定された時間差と、前記推定された基準信号伝搬遅延とに従って、前記一意
の測位信号の生成を調整する手段と、
を備え、前記測位ユニット装置は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定し
て、前記一意の測位信号を前記基準測位信号に時系列的に同期させる、
ことを特徴とする測位ユニット装置。
【請求項１４】
　前記測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測
位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワーク
からの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用い
て自機の軌道データを測定するように適合される、
請求項１３に記載の測位ユニット装置。
【請求項１５】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項１３又は１４に記載の測位ユニット装置。
【請求項１６】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項１５に記載の測位ユニット装置。
【請求項１７】
　前記ドップラーを推定する前記手段、又は、前記基準信号伝搬遅延を推定する前記手段
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は、予測ルーチンを利用するように適合される、
請求項１３から１６のいずれか１項に記載の測位ユニット装置。
【請求項１８】
　測位ユニット装置とが基準送信機が相対的に動いている場合に、前記基準送信機によっ
て生成された基準測位信号と前記測位ユニット装置によって生成された一意の測位信号と
の間の周波数コヒーレンスをもたらす前記測位ユニット装置であって、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた前記一意の測位信号を生成し
て送信する手段と、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｄ）前記受け取った基準測位信号と前記受け取った一意の測位信号との間の搬送波周波
数差を測定する手段と、
　ｅ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周波数
差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
を備え、前記測位ユニット装置は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラーを推定して、前記一意の測位信号が
前記基準測位信号との周波数コヒーレンスを有するようにする、
ことを特徴とする測位ユニット装置。
【請求項１９】
　前記測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測
位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワーク
からの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以上を含む追跡装置を用い
て自機の軌道データを測定するように適合される、
請求項１８に記載の測位ユニット装置。
【請求項２０】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項１８又は１９に記載の測位ユニット装置。
【請求項２１】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項２０に記載の測位ユニット装置。
【請求項２２】
　前記ドップラーを推定する前記手段は、予測ルーチンを利用するように適合される、
請求項１８から２１のいずれか１項に記載の測位ユニット装置。
【請求項２３】
　１又は２以上の基準送信機と、１又は２以上の測位ユニット装置とを含み、前記測位ユ
ニット装置の少なくとも１つが、該測位ユニット装置自体又は前記基準送信機の動きに起
因して前記基準送信機に対して相対的に動いている位置ネットワークにおいて、ロービン
グ位置受信機の位置を特定する方法であって、
　ａ）前記１又は２以上の基準送信機の各々が、該１又は２以上の基準送信機の時間基準
に従って基準測位信号を生成して送信するステップと、
　ｂ）前記基準送信機に対して相対的に動いている前記少なくとも１つの測位ユニット装
置の各々が、
　　ｉ）前記１又は２以上の基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　　ｉｉ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた一意の測位信号を生成し
て送信するステップと、
　　ｉｉｉ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　　ｉｖ）前記受け取った１又は２以上の基準測位信号の各々と前記受け取った一意の測
位信号との間の搬送波周波数差を測定するステップと、
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　　ｖ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　　ｖｉ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周
波数差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
　　ｖｉｉ）前記受け取った１又は２以上の基準測位信号の各々と前記受け取った一意の
測位信号との間の時間差を測定するステップと、
　　ｖｉｉｉ）前記１又は２以上の基準送信機の各々と前記測位ユニット装置との間の基
準信号伝搬遅延を推定するステップと、
　　ｉｘ）前記測定された時間差及び前記推定された基準信号伝搬遅延に従って前記一意
の測位信号の生成を調整するステップと、
　を含み、前記基準送信機に対して相対的に動いている前記少なくとも１つの測位ユニッ
ト装置の各々は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装置の軌道データ又
はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定して、前記一意の測
位信号を前記１又は２以上の基準測位信号に時系列的に同期させ、前記方法は、
　ｃ）前記ロービング位置受信機が、
　　前記時系列的に同期した一意の測位信号又は前記１又は２以上の基準測位信号又はこ
れらの両方を受け取るステップと、
　　その後に前記ロービング位置受信機の位置を計算するステップと、
　をさらに含む、
ことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　各動いている基準送信機又は測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星
システムの衛星からの測位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置
のローカルネットワークからの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以
上を含む追跡装置を用いて自機の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャスト
する、
請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項２３又は２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記基準送信機に対して相対的に動いている前記少なくとも１つの測位ユニット装置の
各々は、予測ルーチンを利用して、前記ドップラーを推定する、又は、前記基準信号伝搬
遅延を推定する、
請求項２３から２６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ロービング位置受信機は、予測ルーチンを利用して、各動いている測位ユニット装
置又は基準送信機の位置又は速度を推定する、
請求項２３から２７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２９】
　位置ネットワークと、ロービング位置受信機とを含み、該ロービング位置受信機が該ロ
ービング位置受信機の位置を特定できるようにする測位システムであって、前記位置ネッ
トワークは、
　ａ）各々が自機の時間基準に従って基準測位信号を生成して送信するように構成された
１又は２以上の基準送信機と、
　ｂ）１又は２以上の測位ユニット装置と、
を含み、前記測位ユニット装置のうちの少なくとも１つは、該測位ユニット装置自体又は
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前記基準送信機の動きに起因して前記基準送信機に対して相対的に動いており、前記測位
ユニット装置の各々は、
　　ｉ）前記１又は２以上の基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　　ｉｉ）ステアリング済みの送信機クロックに整合させられた一意の測位信号を生成し
て送信する手段と、
　　ｉｉｉ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　　ｉｖ）前記受け取った基準測位信号の各々と前記受け取った一意の測位信号との間の
搬送波周波数差を測定する手段と、
　　ｖ）前記相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　　ｖｉ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、前記測定された搬送波周
波数差及び前記推定されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
　　ｖｉｉ）前記受け取った基準測位信号の各々と前記受け取った一意の測位信号との間
の時間差を測定する手段と、
　　ｖｉｉｉ）前記少なくとも１つの基準送信機と前記測位ユニット装置との間の基準信
号伝搬遅延を推定する手段と、
　　ｉｘ）前記測定された時間差及び前記推定された基準信号伝搬遅延に従って前記一意
の測位信号の生成を調整する手段と、
　を備え、前記測位ユニット装置は、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット
装置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定
して、前記一意の測位信号を前記１又は２以上の基準測位信号に時系列的に同期させ、
　ｃ）前記ロービング位置受信機は、
　　ｉ）前記時系列的に同期した一意の測位信号又は前記基準測位信号又はこれらの両方
を受け取る手段と、
　　ｉｉ）その後に前記ロービング位置受信機の位置を計算する手段と、
　を備える、
ことを特徴とする測位システム。
【請求項３０】
　各動いている基準送信機又は測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星
システムの衛星からの測位信号を受信するための受信機、又は同期した測位ユニット装置
のローカルネットワークからの測位信号を受信するための受信機のうちの１つ又は２つ以
上を含む追跡装置を用いて自機の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャスト
するように適合される、
請求項２９に記載の測位システム。
【請求項３１】
　前記軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
む、
請求項２９又は３０に記載の測位システム。
【請求項３２】
　前記軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む、
請求項３１に記載の測位システム。
【請求項３３】
　前記ドップラーを推定する前記手段、又は、前記基準信号伝搬遅延を推定する前記手段
は、予測ルーチンを利用するように適合される、
請求項２９から３２のいずれか１項に記載の測位システム。
【請求項３４】
　前記ロービング位置受信機は、予測ルーチンを利用して、各動いている測位ユニット装
置又は基準送信機の位置又は速度を推定するように適合される、
請求項２９から３３のいずれか１項に記載の測位システム。
【請求項３５】
　位置ネットワークにおいて使用された時に、ロービング位置受信機の位置を特定する、
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請求項１３から１７のいずれか１項に記載の測位ユニット装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１又は２以上の測位信号源が相対的に動いている動的位置ネットワーク（ki
nematic location network）において測位信号を時系列的に同期させる方法及びシステム
に関する。しかしながら、本発明は、この特定の使用分野に限定されるものではないと理
解されるであろう。
〔関連出願〕
【０００２】
　本出願は、２０１４年７月２５日に出願されたオーストラリア国仮特許出願第２０１４
９０２８９９号に基づく優先権を主張するものであり、この仮特許出願はその全体が引用
により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００３】
　本明細書全般にわたる先行技術の考察については、このような先行技術が広く知られて
おり、又は当分野における一般常識の一部を成すことを認めるものであると決して見なす
べきではない。
【０００４】
　「位置ネットワークを時系列的に同期させる方法及び装置（Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ
　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｈｒｏｎｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｉｎ
ｇ　ａ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」という名称の国際公開第２００３／０３
８４６９号には、測位ユニット装置として知られている地上送信機の同期ネットワークか
ら送信される測位信号を用いてモバイル装置の正確な位置決定を行う方法及びシステムが
開示されており、その内容は引用により本明細書に組み入れられる。これらの方法及びシ
ステムの鍵は、各測位ユニット装置のタイミング誤差を直接測定して補正することにより
、指定基準送信機の時間基準に時系列的に同期された測位信号を送信する測位ユニット装
置のネットワークを確立して維持する、いわゆる時間ロックループ（ＴＬＬ）である。所
与の測位ユニット装置は、指定基準送信機の時間基準に同期されると、指定基準送信機を
はっきりと認識できていないさらなる測位ユニット装置にネットワーク時間基準を中継す
ることにより、拡張された測位ユニット装置のネットワークを通じて時間基準を伝搬する
ことができる。時間ロックループは、一旦確立されると極めてロバストであり、温度変化
及び電圧変化などの変動によって同期が影響を受けることはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】オーストラリア国仮特許出願第２０１４／９０２８９９号明細書
【特許文献２】国際公開第２００３／０３８４６９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、国際公開第２００３／０３８４６９号に開示されているＴＬＬ方法論で
は、基準送信機及び測位ユニット装置が基準座標系に対して既知の固定位置に存在する必
要がある。一般に、基準送信機及び測位ユニット装置は地上に存在するが、測位ユニット
装置は、広域増強管制システム（ＷＡＡＳ）衛星などの静止軌道内の衛星から基準測位信
号を受け取ることもできる。仮に基準送信機と測位ユニット装置とが相対的に動いている
場合には、測位ユニット装置が受け取る基準測位信号にドップラーシフトが加わるように
なる。このドップラーは、クロックドリフトと同様に周波数変動として現れるので、クロ
ックドリフトと区別することができない。この結果、測位ユニット装置は、基準送信機に
同期しようとする試みにおいて誤って自機のクロックを歪ませ、モバイル装置が計算する
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位置解の精度が著しく低下してしまう。従って、１又は２以上の測位ユニット装置が他の
測位ユニット装置に対して動いている測位ユニット装置のネットワークから信号を受け取
るモバイル装置の正確な位置解の計算を可能にする、動的位置ネットワークを同期させる
方法及びシステムが非常に望ましい。
【０００７】
　本発明の目的は、先行技術の不利点の少なくとも１つを克服又は改善し、又は有用な代
替案を提供することである。
【０００８】
　好ましい形態の本発明の目的は、基準送信機と測位ユニット装置とが相対的に動いてい
る状況において測位ユニット装置を基準送信機の時間基準に同期させる方法を提供するこ
とである。
【０００９】
　好ましい形態の本発明の別の目的は、基準送信機と測位ユニット装置とが相対的に動い
ている状況において基準送信機及び測位ユニット装置が送信する測位信号間の周波数コヒ
ーレンスをもたらす方法を提供することである。
【００１０】
　好ましい形態の本発明の別の目的は、１又は２以上の測位ユニット装置が他の測位ユニ
ット装置に対して動いている測位ユニット装置のネットワークから信号を受け取るモバイ
ル装置の正確な位置解を生成できる測位システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様によれば、測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている
場合に、測位ユニット装置によって生成された一意の測位信号を基準送信機によって生成
された基準測位信号に時系列的に同期させる方法であって、測位ユニット装置が、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する（aligned with、整合させられた、
一致させられた、揃っている）一意の測位信号を生成して送信するステップと、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｄ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の周波数差を測定する
ステップと、
　ｅ）相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び推定
されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
　ｇ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の時間差を測定するス
テップと、
　ｈ）前記基準送信機と測位ユニット装置との間の基準信号伝搬遅延を推定するステップ
と、
　ｉ）測定された時間差と、推定された基準信号伝搬遅延とに従って、前記一意の測位信
号の生成を調整するステップと、
を含み、前記測位ユニット装置が、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定し
て、前記一意の測位信号を前記基準測位信号に時系列的に同期させる方法が提供される。
【００１２】
　ステップｄ）～ｆ）は、繰り返し実行されることが好ましい。いくつかの実施形態では
、ステップｇ）～ｉ）が繰り返し実行される。
【００１３】
　基準送信機は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測位信号、又
は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの測位信号のうちの１つ又は２
つ以上を用いて自機の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャストすることが
好ましい。測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星から
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の測位信号、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの測位信号のう
ちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道データを測定することが好ましい。軌道データ
は、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含むことが好ましい
。いくつかの実施形態では、軌道データが、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ
以上の予測を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、測位ユニット装置が、予測ルーチンを利用してドップラー又
は基準信号伝搬遅延を推定する。
【００１５】
　本発明の第２の態様によれば、測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている
場合に、前記基準送信機によって生成された基準測位信号と前記測位ユニット装置によっ
て生成された一意の測位信号との間の周波数コヒーレンスをもたらす方法であって、前記
測位ユニット装置が、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する一意の測位信号を生成して送信する
ステップと、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　ｄ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の周波数差を測定する
ステップと、
　ｅ）相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び推定
されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
を含み、前記測位ユニット装置が、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装
置の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラーを推定して、前記一意の測位信号が
前記基準測位信号との周波数コヒーレンスを有するようにする方法が提供される。
【００１６】
　ステップｄ）～ｆ）は、繰り返し実行されることが好ましい。
【００１７】
　基準送信機は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星からの測位信号、又
は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの測位信号のうちの１つ又は２
つ以上を用いて自機の軌道データを測定し、該軌道データをブロードキャストすることが
好ましい。測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星システムの衛星から
の測位信号、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークからの測位信号のう
ちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道データを測定することが好ましい。軌道データ
は、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含ことが好ましい。
いくつかの実施形態では、軌道データが、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以
上の予測を含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、測位ユニット装置が、予測ルーチンを利用してドップラーを
推定する。
【００１９】
　本発明の第３の態様によれば、測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に動いている
場合に、前記測位ユニット装置によって生成された一意の測位信号を前記基準送信機によ
って生成された基準測位信号に時系列的に同期させる測位ユニット装置であって、
　ａ）前記基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する前記一意の測位信号を生成して送信
する手段と、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｄ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の周波数差を測定する
手段と、
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　ｅ）相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び推定
されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
　ｇ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の時間差を測定する手
段と、
　ｈ）基準送信機と測位ユニット装置との間の基準信号伝搬遅延を推定する手段と、
　ｉ）測定された時間差と、推定された基準信号伝搬遅延とに従って、前記一意の測位信
号の生成を調整する手段と、
を備え、前記測位ユニット装置が、前記基準送信機の軌道データ又は測位ユニット装置の
軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定して、
前記一意の測位信号を前記基準測位信号に時系列的に同期させる測位ユニット装置が提供
される。
【００２０】
　測位ユニット装置は、ステップｄ）～ｆ）を繰り返し実行するように適合されることが
好ましい。いくつかの実施形態では、測位ユニット装置が、ステップｇ）～ｉ）を繰り返
し実行するように適合される。
【００２１】
　好ましい実施形態では、測位ユニット装置が、慣性航法システム、全地球航法衛星シス
テムの衛星からの測位信号、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークから
の測位信号のうちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道データを測定するように適合さ
れる。軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
むことが好ましい。いくつかの実施形態では、軌道データが、位置、速度及び加速度のう
ちの１つ又は２つ以上の予測を含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、ドップラーを推定する手段又は基準信号伝搬遅延を推定する
手段が、予測ルーチンを利用するように適合される。
【００２３】
　本発明の第４の態様によれば、測位ユニット装置とが基準送信機が相対的に動いている
場合に、前記基準送信機によって生成された基準測位信号と前記測位ユニット装置によっ
て生成された一意の測位信号との間の周波数コヒーレンスをもたらす測位ユニット装置で
あって、
　ａ）基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｂ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する一意の測位信号を生成して送信する
手段と、
　ｃ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　ｄ）受け取った基準測位信号と受け取った一意の測位信号との間の周波数差を測定する
手段と、
　ｅ）相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　ｆ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び推定
されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
を備え、前記測位ユニット装置が、前記基準送信機の軌道データ又は測位ユニット装置の
軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラーを推定して、前記一意の測位信号が前記
基準測位信号との周波数コヒーレンスを有するようにする測位ユニット装置が提供される
。
【００２４】
　測位ユニット装置は、ステップｄ）～ｆ）を繰り返し実行するように適合されることが
好ましい。
【００２５】
　好ましい実施形態では、測位ユニット装置が、慣性航法システム、全地球航法衛星シス
テムの衛星からの測位信号、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークから
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の測位信号のうちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道データを測定するように適合さ
れる。軌道データは、位置情報、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含
むことが好ましい。いくつかの実施形態では、軌道データが、位置、速度及び加速度のう
ちの１つ又は２つ以上の予測を含む。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、ドップラーを推定する手段が、予測ルーチンを利用するよう
に適合される。
【００２７】
　本発明の第５の態様によれば、１又は２以上の基準送信機と、１又は２以上の測位ユニ
ット装置とを含み、前記測位ユニット装置の少なくとも１つが、測位ユニット装置自体又
は基準送信機の動きに起因して基準送信機に対して相対的に動いている位置ネットワーク
において、ロービング位置受信機の位置を特定する方法であって、
　ａ）前記１又は２以上の基準送信機の各々が、この１又は２以上の基準送信機の時間基
準に従って基準測位信号を生成して送信するステップと、
　ｂ）基準送信機に対して相対的に動いている少なくとも１つの測位ユニット装置の各々
が、
　　ｉ）１又は２以上の基準測位信号を受け取って解釈するステップと、
　　ｉｉ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する一意の測位信号を生成して送信
するステップと、
　　ｉｉｉ）前記一意の測位信号を受け取って解釈するステップと、
　　ｉｖ）受け取った１又は２以上の基準測位信号の各々と受け取った一意の測位信号と
の間の周波数差を測定するステップと、
　　ｖ）相対的な動きに関連するドップラーを推定するステップと、
　　ｖｉ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び
推定されたドップラーから導出される量だけ調整するステップと、
　　ｖｉｉ）受け取った１又は２以上の基準測位信号の各々と受け取った一意の測位信号
との間の時間差を測定するステップと、
　　ｖｉｉｉ）前記１又は２以上の基準送信機の各々と前記測位ユニット装置との間の基
準信号伝搬遅延を推定するステップと、
　　ｉｘ）測定された時間差及び推定された基準信号伝搬遅延に従って前記一意の測位信
号の生成を調整するステップと、
　を含み、基準送信機に対して相対的に動いている前記少なくとも１つの測位ユニット装
置の各々が、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装置の軌道データ又はこ
れらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定して、前記一意の測位信
号を前記１又は２以上の基準測位信号に時系列的に同期させ、前記方法は、
　ｃ）前記ロービング位置受信機が、
　　時系列的に同期した一意の測位信号又は１又は２以上の基準測位信号又はこれらの両
方を受け取るステップと、
　　その後にロービング位置受信機の位置を計算するステップと、
　をさらに含む方法が提供される。
【００２８】
　ステップｂ）ｉｖ）～ｂ）ｖｉ）は、繰り返し実行されることが好ましい。いくつかの
実施形態では、ステップｂ）ｖｉｉ）～ｂ）ｉｘ）が繰り返し実行される。
【００２９】
　好ましい実施形態では、各動いている基準送信機又は測位ユニット装置が、慣性航法シ
ステム、全地球航法衛星システムの衛星からの測位信号、又は同期した測位ユニット装置
のローカルネットワークからの測位信号のうちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道デ
ータを測定し、該軌道データをブロードキャストする。軌道データは、位置情報、速度情
報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含むことが好ましい。いくつかの実施形態
では、軌道データが、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を含む。
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【００３０】
　いくつかの実施形態では、基準送信機に対して相対的に動いている少なくとも１つの測
位ユニット装置の各々が、予測ルーチンを利用してドップラー又は基準信号伝搬遅延を推
定する。いくつかの実施形態では、ロービング位置受信機が、予測ルーチンを利用して、
各動いている測位ユニット装置又は基準送信機の位置又は速度を推定する。
【００３１】
　本発明の第６の態様によれば、位置ネットワークと、ロービング位置受信機とを含み、
ロービング位置受信機がロービング位置受信機の位置を特定できるようにする測位システ
ムであって、前記位置ネットワークが、
　ａ）各々が自機の時間基準に従って基準測位信号を生成して送信するように構成された
１又は２以上の基準送信機と、
　ｂ）１又は２以上の測位ユニット装置と、を含み、測位ユニット装置のうちの少なくと
も１つは、測位ユニット装置自体又は基準送信機の動きに起因して基準送信機に対して相
対的に動いており、測位ユニット装置の各々が、
　　ｉ）１又は２以上の基準測位信号を受け取って解釈する手段と、
　　ｉｉ）ステアリング済みの送信機クロックに同調する一意の測位信号を生成して送信
する手段と、
　　ｉｉｉ）前記一意の測位信号を受け取って解釈する手段と、
　　ｉｖ）受け取った基準測位信号の各々と受け取った一意の測位信号との間の周波数差
を測定する手段と、
　　ｖ）相対的な動きに関連するドップラーを推定する手段と、
　　ｖｉ）前記ステアリング済みの送信機クロックの周波数を、測定された周波数差及び
推定されたドップラーから導出される量だけ調整する手段と、
　　ｖｉｉ）受け取った基準測位信号の各々と受け取った一意の測位信号との間の時間差
を測定する手段と、
　　ｖｉｉｉ）前記少なくとも１つの基準送信機と前記測位ユニット装置との間の基準信
号伝搬遅延を推定する手段と、
　　ｉｘ）測定された時間差及び推定された基準信号伝搬遅延に従って前記一意の測位信
号の生成を調整する手段と、
　を備え、測位ユニット装置が、前記基準送信機の軌道データ又は前記測位ユニット装置
の軌道データ又はこれらの両方から前記ドップラー及び前記基準信号伝搬遅延を推定して
、前記一意の測位信号を前記１又は２以上の基準測位信号に時系列的に同期させ、
　ｃ）前記ロービング位置受信機が、
　　ｉ）時系列的に同期した一意の測位信号又は基準測位信号又はこれらの両方を受け取
る手段と、
　　ｉｉ）その後にロービング位置受信機の位置を計算する手段と、
　を備える、測位システムが提供される。
【００３２】
　基準送信機に対して相対的に動いている各測位ユニット装置は、ステップｂ）ｉｖ）～
ｂ）ｖｉ）を繰り返し実行するように適合されることが好ましい。いくつかの実施形態で
は、基準送信機に対して相対的に動いている各測位ユニット装置が、ステップｂ）ｖｉｉ
）～ｂ）ｉｘ）を繰り返し実行するように適合される。
【００３３】
　各動いている基準送信機又は測位ユニット装置は、慣性航法システム、全地球航法衛星
システムの衛星からの測位信号、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワーク
からの測位信号のうちの１つ又は２つ以上を用いて自機の軌道データを測定し、該軌道デ
ータをブロードキャストするように適合されることが好ましい。軌道データは、位置情報
、速度情報及び加速度情報のうちの１つ又は２つ以上を含むことが好ましい。いくつかの
実施形態では、軌道データが、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上の予測を
含む。



(13) JP 6712590 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

【００３４】
　特定の実施形態では、ドップラーを推定する手段又は基準信号伝搬遅延を推定する手段
が、予測ルーチンを利用するように適合される。いくつかの実施形態では、ロービング位
置受信機が、予測ルーチンを利用して、各動いている測位ユニット装置又は基準送信機の
位置又は速度を推定するように適合される。
【００３５】
　本発明の第７の態様によれば、位置ネットワークにおいて使用された時に、ロービング
位置受信機の位置を特定する、第３の態様による測位ユニット装置が提供される。
【００３６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好ましい実施形態をほんの一例として説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】静止した基準送信機が静止した測位ユニット装置にブロードキャストして、測位
ユニット装置がその測位信号を基準送信機の時間基準に同期できるようにする従来の状況
を示す図である。
【図２】複数の静止した測位ユニット装置にブロードキャストする静止した基準送信機と
、受け取った測位信号を用いて単一地点の位置解を求めることができるロービング位置受
信機とを含む先行技術の測位システムを示す図である。
【図３】基準送信機と測位ユニット装置とが相対的に動いている場合に基準送信機が測位
ユニット装置にブロードキャストする動的状況を示す図である。
【図４】本発明の実施形態による、動的位置ネットワークにおける移動プラットフォーム
のための同期プロセスのステップを示すフローチャートである。
【図５】本発明の別の実施形態による、動的位置ネットワークにおける移動プラットフォ
ームのための同期プロセスのステップを示すフローチャートである。
【図６】複数の測位ユニット装置が相対的に動いている形の動的位置ネットワークと、受
け取った測位信号を用いて単一地点の位置解を計算できるロービング位置受信機とを含む
、本発明の実施形態による測位システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
先行技術の同期プロセスの概要
　図１を参照しながら、上述の国際公開第２００３／０３８４６９号に詳細に開示されて
いる時間ロックループ（ＴＬＬ）プロセスについて簡単に説明する。地球中心地球固定（
ＥＣＥＦ）座標系などの基準座標系に対して既知の固定位置にある測位ユニット装置２が
、別の既知の固定位置にある基準送信機６によって送信された基準測位信号４を受け取り
、基準送信機の内部生成クロック８によって決定される時間基準に自機を同期させる。測
位ユニット装置２は、受信機１０と、送信機１２と、ステアリング済みの送信機クロック
１４と、ＣＰＵ１６と、他の構成要素に共通時間基準を提供する発振器１８とを含む。測
位ユニット装置は、基準測位信号４を受け取ると、自機の送信機１２から一意の測位信号
のスレーブバージョン２０を送信し、これを自機の受信機１０によって受け取る。基準測
位信号４及びスレーブ測位信号２０の各々は、搬送波成分、疑似乱数符号成分及びデータ
成分を含み、疑似乱数符号成分及びデータ成分は各装置固有のものである。受信機１０は
、基準測位信号４とスレーブ測位信号２０とを同時に受け取ってサンプリングし、２つの
信号間の積算搬送波位相（ＩＣＰ）差を測定する。ＣＰＵ１６は、受信機１０内の基準測
位信号４とスレーブ測位信号２０の両方のＩＣＰ測定値をゼロに設定した後、スレーブ測
位信号２０が基準測位信号４との間の周波数コヒーレンスを達成して維持するように、ス
テアリング済みの送信機クロック１４に継続的に補正を適用する制御ループに関与してＩ
ＣＰ差をゼロに維持する。
【００３９】
　基準測位信号の搬送波周波数とスレーブ測位信号の搬送波周波数とが同調すると、基準
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測位信号の疑似乱数成分及びデータ成分と、スレーブ測位信号の疑似乱数成分及びデータ
成分との間に認められる時間差が一定になるので、周波数コヒーレンスは、ＴＬＬ同期プ
ロセスの重要な段階である。この時間差は、測位ユニット装置アンテナ２１と基準送信機
アンテナ２３との間の既知の地理的距離２２と、測位ユニット装置のステアリング済みの
送信機クロック１４と基準送信機クロック８との間の時間基準オフセット（又は時間バイ
アス）とから計算された伝搬時間遅延を含む。この計算により、２つの信号を時系列的に
同調させることができる。好ましい実施形態では、測位ユニット装置が、疑似乱数符号を
粗く歪ませ、すなわち自機の送信機１２の疑似乱数符号発生器をより速い又は遅いレート
で一時的にクロック制御した後に、所定の期間にわたってステアリング済みの送信機クロ
ック１４にさらなる周波数オフセットを適用するという２段プロセスで時間バイアス補正
を達成する。伝搬時間遅延は、いずれかの段階において考慮することができる。
【００４０】
　スレーブ測位信号２０は、基準測位信号４との間に周波数コヒーレンスを有して基準送
信機の時間基準と時系列的に同調している時には、基準送信機の時間基準に完全に同期し
ており、送信される一意の測位信号２４によって表される。重要なこととして、受信機エ
レクトロニクス又は温度変化によって生じるあらゆる受信機ラインバイアス又はグループ
遅延は、ＴＬＬにおける差分化手順によって排除される。図２を参照すると、基準送信機
６と、時系列的に同期した測位ユニット装置２－１、２－２とを含む位置ネットワーク内
に存在するロービング位置受信機２６の形のモバイル装置が、測位ユニット装置からの一
意の測位信号２４－１、２４－２、又は基準送信機６からの基準測位信号４、或いはこれ
らの両方を受け取り、符号ベースの位置解と搬送波ベースの位置解とを自律的に計算する
ことができる。より一般的には、ロービング位置受信機は、場合によっては指定基準送信
機を含む視野内のいずれかの同期した測位ユニット装置からの測位信号を利用して位置解
を計算することができる。通常は、３つ又は４つ以上の測位ユニット装置及び／又は基準
送信機からの信号が必要であるが、状況によっては、３つよりも少ない測位信号から位置
解を計算することもできる。例えば、ロービング位置受信機が、位置ネットワークの時間
基準との既知の関係を有する高精度クロックを有している場合には、たった２つの測位信
号から二次元の位置解を計算することができる。
【００４１】
　測位ユニット装置は、２つ又は３つ以上の時間同期した基準送信機から基準測位信号を
受け取ることもできる。この構成では、マルチパス及び対流圏遅延などの基準信号誤差源
を基準送信機間で平均化して時間基準の精度を高めることができる。上述した国際公開第
２００３／０３８４６９号には、例えばＣＤＭＡ測位信号の送信及び解釈、並びに装置ハ
ードウェアに関して、時系列的に同期した測位システムのさらなる実装の詳細が記載され
ている。この文献に記載されているように、通常、測位信号は無線周波数（ＲＦ）信号で
ある。
【００４２】
先行技術の同期プロセスの限界
　図３に、基準座標系に対する基準送信機及び／又は測位ユニット装置の動きを表す矢印
２８、２９によって示すように基準送信機６と測位ユニット装置２とが相対的に動いてい
る動的状況を示す。この相対的な動きは、上述したＴＬＬ同期プロセスに２つの悪影響を
及ぼす。第１に、より明らかなこととして、基準送信機アンテナ２３と測位ユニット装置
アンテナ２１との間の距離２２、従って基準測位信号４の伝搬時間遅延が可変になる。こ
れにより、測位ユニット装置２の一意の測位信号２４を基準送信機６の時間基準と時系列
的に同調させるのに必要な時間基準補正に影響が及ぶ。第２に、この相対的な動きにより
、測位ユニット装置２からすると自機の発振器１８のドリフトと区別できないドップラー
周波数シフトが基準測位信号４に加わる。一般に、この相対的な動きは、受け取られる基
準測位信号４の周波数を変化させ、ＩＣＰ差分化プロセスによって２つの測位信号間の周
波数コヒーレンスが正しく確立されるのを妨げる。図２に示すような測位システムの状況
では、結果として生じる同期誤差、及び測位ユニット装置２－１、２－２又は基準送信機
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６のうちの１つ又は２つ以上の装置の時間的に変化する位置により、ロービング位置受信
機が計算する位置解が著しく悪化する。
【００４３】
動的同期プロセス
　従って、１つの指定基準送信機を含むことができる複数の動く測位ユニット装置を含む
位置ネットワークなどの、移動プラットフォームを含む動的環境では、上述した同期プロ
セスを、測位ユニット装置及び／又は基準送信機の間の相対的な動きを考慮するように修
正しなければならない。動的環境の一例には、例えば救急サービス又は法的取締のための
車両に搭載された複数の測位ユニット装置がある。別の例では、航空機などの移動プラッ
トフォームが、固定された地上測位ユニット装置の同期ネットワークからの測位信号を用
いて従来方式で自機の位置を特定した後に、自機の一意の測位信号をネットワーク時間基
準と同期させることによってネットワークに参加しようと試みる。この場合、移動プラッ
トフォームは、同期している地上測位ユニット装置のいずれか、又は別の移動プラットフ
ォーム上の同期している測位ユニット装置を基準送信機として扱うことができる。さらに
別の例では、１又は２以上の固定された地上測位ユニット装置が、ＧＰＳ衛星などの非静
止衛星からの測位信号を基準として使用することができる。
【００４４】
　本明細書では、この修正された同期プロセスを「動的時間ロックループ（動的ＴＬＬ）
」プロセスと呼ぶ。このプロセスの説明を、測位ユニット装置と基準送信機とが相対的に
動いている場合に測位ユニット装置によって生成された一意の測位信号を基準送信機によ
って生成された基準測位信号に時系列的に同期させるという観点から行う。好ましい実施
形態では、基準送信機がそれ自体測位ユニット装置である。所与の測位ユニット装置は、
位置ネットワークの時間基準と同期すると、指定基準送信機をはっきりと認識できていな
いさらなる測位ユニット装置にネットワーク時間基準を中継することができる。
【００４５】
　「相対的に動いている」、「相対的な動き」、「相対運動」などの用語は、基準送信機
及び測位ユニット装置に適用される場合、多くの状況を含むことを明確にされたい。例え
ば、基準座標系に対し、基準送信機が固定位置に存在して測位ユニット装置が動いている
場合もあり、又はこの逆の場合もあり、或いは両方が単独で動いている場合もある。
【００４６】
　図３と、相対的に動いている状態の相手方の基準送信機の測位信号に自機の測位信号を
同期させようと試みる測位ユニット装置によって行われる一連のステップを示す図４のフ
ローチャートとを参照しながら、本発明の実施形態による動的ＴＬＬプロセスについて説
明する。ステップ３０において、測位ユニット装置２が、基準送信機６によって生成され
た基準測位信号４を受け取って解釈する。ステップ３２において、測位ユニット装置は、
自機のステアリング済みの送信機クロック１４と同調する一意の測位信号のスレーブバー
ジョン２０を生成する。これを行う前に、測位ユニット装置のＣＰＵ１６は、受け取った
基準測位信号４と時間及び周波数が適切に同調するように送信機クロックをステアリング
することが好ましい。ステップ３４において、測位ユニット装置の受信機１０がスレーブ
測位信号２０を受け取って解釈する。ステップ３６において、例えば所定の期間にわたっ
て測定された受け取った基準測位信号４の積算搬送波位相測定値と、受け取ったスレーブ
測位信号２０の積算搬送波位相測定値とを差分化することにより、或いは瞬間的な周波数
オフセットを測定することにより、これらの基準測位信号４とスレーブ測位信号２０との
間の周波数差を測定する。ステップ３８において、測位ユニット装置は、以下の「ドップ
ラーの推定」のセクションで説明するように、基準送信機と自機との間の相対的な動きに
関連するドップラーを推定する。次に、ステップ４０において、例えば測定された周波数
差から推定されたドップラーを除去することにより、ドップラーを考慮するように周波数
差を補正する。これにより、測位ユニット装置２の周波数ドリフト、従って基準測位信号
４とスレーブ測位信号２０との間の周波数差及び位相差を示す補正済みの周波数差が得ら
れる。測位ユニット装置の周波数ドリフトは、例えばその発振器１８のドリフトによって
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、或いは温度又は電圧の変動によって生じることがある。ステップ４２において、測位ユ
ニット装置は、そのステアリング済みの送信機クロック１４の周波数を、ステップ４０で
計算した補正済みの周波数差から導出される量だけ調整することにより、測位ユニット装
置のスレーブ測位信号２０の生成を調整する。
【００４７】
　この時点で、２つの測位信号４、２０は周波数が同調しており、すなわちこれらの信号
は、ドップラー推定の精度によって制限される精度で周波数コヒーレントである。その後
の測位ユニット装置のドリフトによって周波数が同調しなくなるのを防ぐために、すなわ
ち周波数コヒーレンスを維持するために、ステップ３６、３８、４０及び４２は、制御ル
ープ４４によって示すように繰り返し実行すべきである。好ましい実施形態では、この周
波数同調が、反復的なＩＣＰ差分化測定及びドップラー推定に基づいてステアリング済み
の送信機クロック１４に反復的に補正を適用する測位ユニット装置のＣＰＵ１６内の閉ル
ープを通じて実行される。
【００４８】
　或いは、この周波数同調は、受け取った基準測位信号４とスレーブ測位信号２０との間
の周波数オフセットを受信機１０において測定し、この周波数オフセットを推定されるド
ップラーについて補正し、その後にこの補正した周波数オフセットをステアリング済みの
送信機クロック１４に直接入力していわゆる「周波数追跡システム（ＦＴＳ）」を構築す
ることによって実行される。ステアリング済みの送信機クロックは、ドップラー推定につ
いて補正した着信基準測位信号の周波数オフセットを単純にエミュレートする。この方法
では、例えば温度変化によって生じる同相モード誤差が差分化されないので、（図３の場
合のように）測位ユニット装置の発振器１８を受信機１０と送信機１２との間で共用する
必要があり、好ましい閉ループ方法よりも一般に精度が低い。
【００４９】
　周波数コヒーレンスが確立されると、基準測位信号４とスレーブ測位信号２０との間の
時間差を正確に測定して、基準送信機６と測位ユニット装置２との間のあらゆる時間バイ
アスを排除することができる。ステップ４６において、測位ユニット装置は、ステップ３
０及び３４でそれぞれ受け取って解釈した基準測位信号とスレーブ測位信号との間の時間
差を測定し、ステップ４７において、測位ユニット装置が、基準送信機アンテナ２３と測
位ユニット装置アンテナ２１との間の現在の距離２２を推定する。ステップ４８において
、測位ユニット装置２は、この距離推定を光の速度で除算することにより、この距離推定
から基準信号伝搬遅延（すなわち、飛行時間）の推定値を計算する。距離２２の推定方法
については、「伝搬遅延の推定」のセクションにおいて後述する。いくつかの実施形態で
は、光の速度の値が、大気の影響、すなわち典型的には光の真空速度を約３００ｐｐｍ低
下させる大気圏遅延を考慮して決定される。１つの特定の実施形態では、大気圏遅延が、
基準送信機及び測位ユニット装置における温度、圧力及び相対湿度の測定結果を用いて推
定される。
【００５０】
　推定基準信号伝搬遅延によってオフセットされる測定された時間差は、測位ユニット装
置２を基準送信機６の時間基準と同調させるのに必要なクロック補正の推定値をもたらす
と理解されるであろう。この結果、ステップ５０において、測定された時間差及び推定さ
れた伝搬遅延に従ってスレーブ測位信号の生成を調整して、基準測位信号４とスレーブ測
位信号２０との間の時系列的同調を達成する。１つの実施形態では、この調整が、ドップ
ラー補正された周波数ロックの制御ループ４４が一時的に解除されている間に、時間差及
び推定伝搬遅延から導出される期間にわたって測位ユニット装置のステアリング済みクロ
ック１４の周波数をオフセットすることによって実行される。これにより、スレーブ測位
信号２０の時間が効果的に歪むようになる。なお、制御ループが解除されている間は、引
き続きドップラー推定値を測定して補正すべきである。別の実施形態では、この調整が、
測位ユニット装置の送信機１２のＰＲＮ符号発生器を必要な符号位相（チップ）量だけ歪
ませ、すなわちドップラー補正された周波数ロックループ４４を維持しながら、ＰＲＮ符
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号発生器をより速い又はより遅いレートで一時的にクロック制御することによって実行さ
れる。さらに他の実施形態では、この調整が、これらの手順を組み合わせることによって
、例えばＰＲＮ符号発生器を粗く歪ませた後に周波数オフセットを行うことによって実行
される。
【００５１】
　周波数コヒーレンス及び時系列的同調が確立されると、スレーブ測位信号２０は、基準
測位信号４と時系列的に同期しているものとされ、測位ユニット装置の送信される一意の
測位信号２４になる。その後、測位ユニット装置２は、同期した位置ネットワークの一部
になり、以下で説明するように、ロービング位置受信機は、測位ユニット装置２の測位信
号を用いて正確な単一地点の位置解を求めることができるようになる。同期した測位ユニ
ット装置は、ネットワークに参加しようと試みる他の測位ユニット装置にネットワーク時
間基準を中継することもできる。
【００５２】
　上述したように、基準測位信号とスレーブ測位信号との間の周波数コヒーレンスを維持
するには、同期プロセスの周波数同調部分、すなわち図４のステップ３６、３８、４０及
び４２を、制御ループ４４によって示すように繰り返し実行すべきである。好ましい実施
形態では、プロセスの時系列的同調部分、すなわち図４のステップ４６、４７、４８及び
５０を１回しか実行しない。しかしながら、例えば、時系列的同調のチェックを維持する
ために、又はサイクルスリップを修復するために、制御ループ５２によって示すように時
系列的同調を繰り返し実行することが有利な場合もある。
【００５３】
　なお、完全を期すために言えば、同期プロセスの時系列的同調部分は、周波数同調部分
の前に実行することもできる。
【００５４】
　先行技術の時間ロックループ同期プロセスと同様に、測位ユニット装置が２つ又は３つ
以上の時間同期した基準送信機から基準測位信号を受け取ることもできる。この場合も、
この構成により、マルチパス及び対流圏遅延などの基準信号誤差源を基準送信機間で平均
化して時間基準精度を高めることができる。一方で、本発明の文脈では、この構成により
、動きによって誘発されるドップラーシフト及び伝搬遅延変化の推定値の誤差の平均化も
可能になる。
【００５５】
　再び図４のフローチャートを参照すると、ドップラー推定ステップ３８は、ステップ４
０において周波数差を補正する前のあらゆる時点で行うことができると理解されるであろ
う。例えば、ステップ３８は、周波数差測定ステップ３６より前に行うことも、さらには
ステップ３０において基準測位信号を受け取って解釈する前に行うこともできる。ステッ
プ４２において初めて周波数が同調したら、制御ループ４４を用いて周波数ロックを維持
するために、周波数差測定ステップ３６の直前又は直後にドップラーを推定することが便
利であると思われる。
【００５６】
　同様に、図４に示すような動的ＴＬＬプロセスの時間同調部分のステップの順序もかな
り柔軟である。例えば、距離推定ステップ４７は、時間差測定ステップ４６より前に行う
ことも、さらには周波数調整ステップ４２より前に行うこともできる。
【００５７】
　図５に示すフローチャート及び図３に示す装置を参照しながら、本発明の別の実施形態
による動的ＴＬＬプロセスについて説明する。図４と同様に、図５のフローチャートにも
、測位ユニット装置２が、相対的に動いている状態の相手方の基準送信機６の測位信号に
自機の測位信号を同期させようとして実行する一連のステップを示す。ステップ３０にお
いて、測位ユニット装置２が、基準送信機６によって生成された基準測位信号４を受け取
って解釈する。ステップ３２において、測位ユニット装置は、好ましくは受け取った基準
測位信号４と時間及び周波数が適切に同調するように送信機クロックをステアリングした
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後に、ステアリング済みの送信機クロック１４と同調する一意の測位信号のスレーブバー
ジョン２０を生成し、ステップ３４において、測位ユニット装置の受信機１０がスレーブ
測位信号２０を受け取って解釈する。ステップ３８において、測位ユニット装置は、以下
の「ドップラーの推定」のセクションで説明するように、基準送信機と自機との間の相対
的な動きに関連するドップラーを推定し、次にステップ５４において、基準測位信号をド
ップラーについて補正する。ステップ５６において、例えば、所定の期間にわたって測定
したドップラー補正された基準測位信号の積算搬送波位相測定値と、受け取ったスレーブ
測位信号の積算搬送波位相測定値とを差分化することにより、或いは瞬間的な周波数オフ
セットを測定することにより、これらのドップラー補正された基準測位信号と受け取った
スレーブ測位信号との間の周波数差を測定する。ステップ５８において、測位ユニット装
置は、そのステアリング済みの送信機クロック１４の周波数を、ステップ５６で計算した
周波数差から導出される量だけ調整することにより、測位ユニット装置のスレーブ測位信
号２０の生成を調整する。
【００５８】
　この時点で、２つの測位信号４、２０は周波数が同調しており、すなわち周波数コヒー
レントである。その後の測位ユニット装置のドリフトによって周波数が同調しなくなるの
を防ぐために、ステップ３８、５４、５６及び５８は、制御ループ６０によって表すよう
に繰り返し実行すべきである。動的ＴＬＬプロセスの時系列的同調部分、すなわちステッ
プ４６、４７、４８及び５０、並びに任意の制御ループ５２は、図４を参照しながら行っ
た説明と同じように進む。
【００５９】
　図５の周波数同調部分のステップの順序に関しては、かなりの柔軟性がある。例えば、
ドップラー推定ステップ３８は、ステップ３０で基準測位信号を受け取って解釈する前に
行うことができ、或いはドップラー推定及び補正ステップ３８及び５４は、ステップ３２
及び３４のスレーブ測位信号の生成、受信及び解釈前に行うことができる。
【００６０】
　図５に示す実施形態では、ステップ５６で周波数差を測定する前に、受け取った基準測
位信号にドップラー推定を適用するのに対し、図４に示す実施形態では、周波数差にドッ
プラー推定が適用される。しかしながら、重要なこととして最終結果は同じであり、ステ
アリング済みのクロック１４の周波数を、ドップラー推定及び測定された周波数差から導
出される量だけ調整して、これを基準送信機クロック８の周波数と同調させる。さらに別
の実施形態では、周波数同調が、図５に示すように受け取った基準測位信号をドップラー
補正することによって最初に達成され、その後、図４の制御ループ４４によって示すよう
に反復的に周波数差をドップラー補正することによって維持される。従って一般的な形で
は、周波数同調が、測位ユニット装置２によって行われる以下のステップをたどる。
（ｉ）基準測位信号４を受け取って解釈する。
（ｉｉ）スレーブ測位信号２０を生成して送信する。
（ｉｉｉ）スレーブ測位信号を受け取って解釈する。
（ｉｖ）受け取った基準測位信号と受け取ったスレーブ測位信号との間の周波数差を測定
する。
（ｖ）基準送信機６と測位ユニット装置２との間の相対的な動きに関連するドップラーを
推定する。
（ｖｉ）ステアリング済みの送信機クロック１４の周波数を、測定された周波数差及び推
定されたドップラーから導出される量だけ調整する。
【００６１】
ドップラーの推定
　一般に、ドップラーはクロックドリフトと区別することができず、上述した動的時系列
的同期プロセスの周波数コヒーレンスの側面は、対象の測位ユニット装置が、自機と基準
送信機との間の相対的な動きによって基準測位信号に加わるドップラーを推定できること
（図４又は図５のステップ３８）に依存する。好ましい実施形態では、測位ユニット装置
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が、基準送信機の軌道データ又は自機の軌道データ又はこれらの両方からこのドップラー
を推定し、通常、軌道データは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上に関す
る情報を含む。最も一般的な例では、例えば捜索救助活動に従事する車両に搭載されてい
る場合には、測位ユニット装置及び基準送信機の両方が、ＥＣＥＦ座標系などの基準座標
系に対して動いており、この場合、測位ユニット装置は、基準送信機の軌道データと自機
の軌道データの両方を必要とする。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、基準送信機６及び測位ユニット装置２の両方が移動プラット
フォーム上に存在する場合、各ユニットは、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ
以上を測定する、図３に示すような追跡装置６２を含むことが好ましい。各追跡装置６２
は、例えば、慣性航法システム（ＩＮＳ）、全地球航法衛星システムの衛星から測位信号
を受け取るＧＰＳ受信機、又は同期した測位ユニット装置のローカルネットワークから測
位信号を受け取る受信機とすることができ、静止していることも、又は移動プラットフォ
ーム上に存在することもできる。或いは、追跡装置は、これらのシステム、又はＧＰＳス
テアリングされたＩＮＳなどのその他のシステムの組み合わせとすることもできる。なお
、図３を参照すると、測位ユニット装置２の受信機１０は、位置解を計算するようにプロ
グラムできるとともに、上述した動的同期プロセスに寄与することができる。この場合、
受信機１０は、追跡装置６２の役割を果たすことができる。同様に、基準送信機６がそれ
自体測位ユニット装置である場合、その受信機は、例えばＧＰＳ信号を用いて位置解を計
算するようにプログラムすることができ、従って追跡装置６２として機能することができ
る。なお、この状況では、通常、測位受信機によって計算されるＰＶＴ解としても知られ
ている位置解が、位置情報、速度情報及び時間情報を含む。
【００６３】
　慣性航法システムは、外部測位信号の信頼性が低い環境又は外部測位信号を利用できな
い環境で機能するという利点を有する。しかしながら、このような最良のシステムであっ
ても時間の経過と共にドリフトを受け、従って、例えばＧＰＳ衛星又は測位ユニット装置
の同期ネットワークからの外部測位信号が利用可能な場合には、ＩＮＳを再較正するため
に測位受信機などによってサポートされることが好ましい。内部追跡装置６２の代案とし
て、レーザーベースのシステムなどの外部追跡手段を用いて基準送信機及び／又は測位ユ
ニット装置の軌道データを測定し、このデータを測位ユニット装置に提供することもでき
る。広く解釈すれば、軌道データを測定して測位ユニット装置に提供するあらゆる好適な
手段を使用することができる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、基準送信機及び測位ユニット装置の一方又は両方に追跡装置
が不要である。例えば、測位ユニット装置が、事実上移動プラットフォーム上の基準送信
機であるＧＰＳ衛星から基準測位信号を受け取っている場合には、衛星によって定期的に
送信されるエフェメリスデータがあれば、測位ユニット装置が衛星の軌道データを決定す
るのに十分であると思われる。或いは、測位ユニット装置は、指定された基準送信機の動
きを推測的に知ることもできる。例えば固定された地上位置ネットワークに加入しようと
試みる航空機のような、測位ユニット装置２のみが移動プラットフォーム上に存在する実
施形態では、基準送信機６が追跡装置を含む必要はない。同様に、測位ユニット装置が常
に静止している場合にも、追跡装置は不要になる。
【００６５】
　基準送信機６が移動プラットフォーム上に存在するいくつかの実施形態では、基準送信
機６が、自機の追跡装置６２を用いて自機の軌道データを特定のレート（第１の測定レー
ト）で測定し、この情報を自機の基準測位信号４のデータ成分の一部として特定の更新レ
ート（第１の更新レート）でブロードキャストする。測位ユニット装置２は、自機の追跡
装置６２を介して自機の軌道データを特定のレート（第２の測定レート）で測定し、基準
送信機６のための対応するデータを基準測位信号４から復調する。また、好ましい実施形
態では、測位ユニット装置が、一意の測位信号を用いて自機の位置解計算を行うロービン
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グ位置受信機、又はネットワークに加入しようと試みる他の測位ユニット装置のために、
自機の軌道データをその一意の測位信号２４のデータ成分の一部として特定の更新レート
（第２の更新レート）でブロードキャストする。測位信号のデータ成分の帯域幅が、軌道
データを必要な更新レートでブロードキャストするのに不十分な場合、基準送信機及び／
又は測位ユニット装置は、別個のデータリンクを介してそれぞれの軌道データをブロード
キャストすることができる（図３には図示せず）。
【００６６】
　好ましい実施形態では、基準送信機６又は測位ユニット装置２のいずれか又は両方が、
１０Ｈｚ又はそれ以上の、さらに好ましくは１００Ｈｚ又はそれ以上のレートで自機の軌
道データを測定し、測定した最新の軌道データを用いて自機の測位信号４、２４のデータ
成分を定期的に更新する。特に、基準送信機及び測位ユニット装置のいずれかが高速で又
は不規則に動いている状況では、これらの装置の追跡精度を高めるために、さらに高い測
定レート及び更新レートが好ましい。いくつかの実施形態では、測定レート及び更新レー
トが調整可能であり、例えば、基準送信機又は測位ユニット装置は、自機の動きがさらに
不規則的／規則的になると認識した場合、自機の軌道データの測定レートを増減させ、或
いは自機の測位信号のデータ成分の更新レートを増減させることができる。いくつかの実
施形態では、それぞれの測定レート及び更新レートが等しく、他の実施形態では、それぞ
れの更新レートがぞれぞれの測定レートよりも低い。
【００６７】
　好ましい実施形態では、それぞれの追跡装置６２によって測定される基準送信機又は測
位ユニット装置又はこれらの両方の軌道データが、少なくとも位置情報及び速度情報を含
む。速度はベクトル量であり、すなわち速さ及び方向であることを思い起こすと、一般に
速度情報があれば、測位ユニット装置２が自機と基準送信機６との間の相対的な動きの推
定値を、従って基準測位信号４に加わるドップラーを取得するのに十分である。しかしな
がら、基準送信機が送信して測位ユニット装置が受け取る速度情報は、基準送信機と測位
ユニット装置との間の距離２２によって生じる伝搬遅延に起因して、測位ユニット装置の
最新の測定速度と同じ時間エポックで測定されたものでない可能性がある。この結果、十
分な精度でドップラーを推定するために、さらに高度な手順が必要になることがある。１
つの例では、基準送信機が、例えばカルマンフィルタ又は最小二乗アルゴリズムに基づく
予測ルーチンを利用して自機の位置及び／又は速度の予測計算を行い、これらの予測を基
準測位信号のデータ成分に含めて、又は別個のデータリンクを介してブロードキャストす
ることができる。同様に、測位ユニット装置も、予測ルーチンを利用して自機の位置及び
／又は速度の予測計算を行い、ブロードキャストすることができる。別の例では、測位ユ
ニット装置が、瞬間的（すなわち、非予測的）位置情報又は速度情報を受け取り、予測ル
ーチンを利用して、所与の瞬間における自機と基準送信機との間の相対速度、従って受け
取った基準測位信号に加わるドップラーを推定することができる。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、基準送信機又は測位ユニット装置又はこれらの両方の軌道デ
ータが加速度情報も含む。いくつかの実施形態では、基準送信機又は測位ユニット装置又
はこれらの両方が、それぞれの追跡装置６２を用いて加速度を測定し、この情報を自機の
軌道データに組み込む。他の実施形態では、測位ユニット装置が、測定された又は受け取
った最新の速度情報から加速度を推測する。例えば時間的な加速度変化率などのさらなる
情報を測定し、基準送信機又は測位ユニット装置又はこれらの両方の軌道データの一部と
してブロードキャストすることもできると理解されるであろう。
【００６９】
　一方、基準送信機又は測位ユニット装置の動きが緩やかであり、又は十分に予測可能な
状況では、軌道データが位置情報のみを含んで好適な更新レートでブロードキャストされ
れば十分な場合もあり、この場合、測位ユニット装置は、測定された又は受け取られた最
新の位置情報からそれぞれの速度を推測する。いくつかの実施形態では、基準送信機又は
測位ユニット装置が自機の動きをモニタし、軌道データにどれほど多くの情報（例えば、
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位置のみ、又は位置と速度、又は位置と速度と加速度）を含める必要があるか、どれほど
の頻度で軌道データを測定する必要があるか、又はどれほどの頻度で軌道データを更新し
てブロードキャストする必要があるかを判断する。
【００７０】
　なお、完全を期すために言えば、上述した方法は、基準送信機又は測位ユニット装置の
いずれかが基準座標系に対して固定位置に存在する特別な場合も網羅する。例えば、基準
送信機が測位ユニット装置にとって周知の位置に静止している場合、この基準送信機は、
軌道データの測定又はブロードキャストを一切行う必要がなく、或いは０．１Ｈｚなどの
低い更新レートで行うだけでよい。この場合、ドップラーは、測位ユニット装置の軌道デ
ータのみから判断される。一方で、測位ユニット装置が既知の位置に静止している場合に
は、基準送信機の軌道データのみからドップラーを推定することができ、測位ユニット装
置は、たとえ軌道データの測定及びブロードキャストを行う場合であっても低い更新レー
トで行えばよい。しかしながら、最も一般的な例では両方の装置が動いており、両装置か
らの軌道データを用いてドップラーが推定される。
【００７１】
伝搬遅延の推定
　図４及び図５を参照しながら上述したような動的ＴＬＬプロセスの時間同期部分では、
ステップ４８において、測位ユニット装置が、光の速度と、ステップ４７で取得した基準
送信機アンテナと測位ユニット装置アンテナとの間の推定距離２２とに基づいて基準信号
伝搬遅延（すなわち、飛行時間）を推定する。一般に、この推定のためには、例えば追跡
装置６２を用いて測定される軌道データの一部を成すことができる基準送信機及び測位ユ
ニット装置の位置を知っておくことが必要である。ドップラー推定の状況と同様に、基準
送信機又は測位ユニット装置は、カルマンフィルタ又は最小二乗などの予測ルーチンを利
用して自機の位置の予測を計算し、ブロードキャストすることができる。或いは、測位ユ
ニット装置が基準送信機から瞬間的（すなわち、非予測的）位置情報を受け取り、予測ル
ーチンを利用して自機と基準送信機との間の距離２２を推定することもできる。いくつか
の実施形態では、測位ユニット装置が基準送信機の瞬間的な位置を推定できるように、基
準送信機の軌道データが位置情報に加えて速度情報を含む。他の実施形態では、測位ユニ
ット装置が、受け取った最新の位置情報に基づいて推定を計算する。上述したように、光
の速度の値は、対流圏遅延を考慮して求めることができる。
【００７２】
位置解
　ここで図６を参照すると、矢印２９－１、２９－２及び２９－３によって示すように少
なくとも１つが地球中心地球固定直交（ＥＣＥＦ）座標系などの基準座標系に対して動い
ている複数の同期した測位ユニット装置２－１、２－２、２－３の形の動的位置ネットワ
ークと、測位ユニット装置から測位信号２４－１、２４－２、２４－３を受け取ることが
できるロービング位置受信機２６とを含む測位システムを示している。動いている測位ユ
ニット装置の測位信号は、上述した動的ＴＬＬプロセスを通じて１又は２以上の基準送信
機の基準測位信号に時系列的に同期されており、好ましい実施形態では、各基準送信機が
それ自体測位ユニット装置であり、ロービング位置受信機は、これらの装置の信号を利用
することができる。一般的には、当然ながらロービング位置受信機も動いている。ロービ
ング位置受信機も、測位信号の疑似乱数符号及び／又は搬送波成分から符号及び／又は搬
送波ベースの位置解を計算するのに必要な測位ユニット装置の位置を特定又は予測できる
ように、基準座標系に対して動いているこれらの測位ユニット装置から軌道データを受け
取ることができる必要がある。このシステムは、ロービング位置受信機が自機の位置解を
計算する際に衛星軌道を利用する従来のＧＰＳシステムに類似する。軌道データは、例え
ば、位置、速度及び加速度のうちの１つ又は２つ以上に関する情報及びその予測を含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、測位ユニット装置が、自機の軌道データを自機の
測位信号のデータ成分に組み込み、他の実施形態では、別個のデータリンクを介して自機
の軌道データをブロードキャストする。好ましい実施形態では、ロービング位置受信機２
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間における測位ユニット装置及び／又は基準送信機の位置、速度及び／又は加速度を推定
する。
【００７３】
　特定の例を参照しながら本発明を説明したが、当業者であれば、本発明を他の多くの形
で具体化することもできると理解するであろう。
【符号の説明】
【００７４】
３０　基準測位信号を受け取って解釈
３２　スレーブ測位信号を生成
３４　スレーブ測位信号を受け取って解釈
３６　基準測位信号とスレーブ測位信号との間の周波数差を測定
３８　相対的な動きに関連するドップラーを推定
４０　ドップラーについて周波数差を補正
４２　補正された周波数差に従ってステアリング済みのクロックの周波数を調整
４４　反復
４６　基準測位信号とスレーブ測位信号との間の時間差を測定
４７　基準送信機と測位ユニット装置との間の距離を推定
４８　基準信号伝搬遅延を計算
５０　時間差及び伝搬遅延に従ってスレーブ測位信号の生成を調整
５２　反復

【図１】

【図２】

【図３】
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